　会　　　　　則

【1】 名　称

　　　　 本会は、｢　　　　　　　　　　　　　　　　　｣と称し、事務所は会長宅に置く。

【２】 目  的

　　　　 本会は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目的とする。

【３】 活　動

　　　　 本会は目的達成のため、次の事業を行う。

　　　　（１） 定例会

　　　　（２） この会に必要と認めた活動

【４】 役　員

　　　　（１） 本会に会長、会計を置く。

　　　　（２） 役員の選出は、会員の互選により選出する。

　　　　（３） 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

【５】 会　費

　　　　（１） この会の経理は、会費をもってこれにあてる。

　　　　（２） 会費は月額(　　　　　　)円とし、（　　　　）ケ月単位で徴収する。

　　　　（３） 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

【６】 退　会

　　　　（１） 退会する時は会長に届け出る。

　　　　（２） 退会による会費の払戻しは（　できる　・　できない　）
【７】 その他

　　　　 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、その都度会員相互

　　　　 協議して決定する。

【８】 附　則

　　　　 この会則は令和８年４月１日から施行して、令和９年３月31日までとする。

